
・看護師の特定行為研修の概要

・看護師特定行為研修の実際①

－指定研修機関の立場から伝えたいこと－

村上礼子氏（自治医科大学看護師特定行為研修センター兼看護学部教授）

・看護師特定行為研修の実際②

－施設における特定行為研修修了者の活動－

根本千恵氏（社会福祉法人平成記念会介護老人福祉施設ヴィラ町田主任）

・看護師特定行為研修の実際③

－訪問看護ステーション管理者としての支援及び修了者の活用－

中島由美子氏（医療法人恒貴会訪問看護ステーション愛美園所長）

日時 9／12（水）13:30～16:30
（受付開始 13:00）

場所 さいたま新都心合同庁舎１号館 ２階講堂
（さいたま市中央区新都心１－１）
※JRさいたま新都心駅から徒歩３分
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定員 １５０名（事前申込み制 先着順） 参加は無料です

申込み方法
必要事項を記入した参加申込用紙を添付し、参加申込専用メールアドレス宛に
送信してください。締切は平成３０年９月４日（火）です。
参加申込専用メールアドレス： tokutei-kantou@mhlw.go.jp

＜主催・問合せ先＞
厚生労働省関東信越厚生局健康福祉部医事課 TEL：048－740－0754（内線2510）

※詳しくは関東信越厚生局ホームページをご覧ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iji/kangoshitokuteikouikensyuu.html

※お申込にあたっての個人情報は今回の説明会運営以外の目的に使用することはありません。
なお、先着順のため、定員に達したところで締め切らせていただく場合があります。


